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衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
特
別
会
計
の
剰
余
金
・
積
立
金
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
各
特
別
会
計
の
積
立
金
等
の
金
額
の
合
計
は
、
約
百
九
十
八
兆
円
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二

十
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
平
成
二
十
年
度
末
の
各
特
別
会
計
の
積
立
金
等
の
予
定
額
の
合
計
は
、
約
百
八
十
七
兆
円
で
あ

る
。

�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
各
特
別
会
計
の
積
立
金
等
の
金
額
は
、
年
金
特
別
会
計
が
約
百
三
十
八
兆
円
、
外
国
為
替
資

金
特
別
会
計
が
約
十
七
兆
円
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
が
約
十
七
兆
円
、
労
働
保
険
特
別
会
計
が
約
十
三
兆
円
、
国
債
整

理
基
金
特
別
会
計
が
約
十
一
兆
円
、
地
震
再
保
険
特
別
会
計
が
約
一
兆
円
等
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
年
度
当
初
予
算
に

お
け
る
平
成
二
十
年
度
末
の
積
立
金
等
の
予
定
額
は
、
年
金
特
別
会
計
が
約
百
三
十
一
兆
円
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
が

約
十
九
兆
円
、
労
働
保
険
特
別
会
計
が
約
十
四
兆
円
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
が
約
十
兆
円
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
が

約
十
兆
円
、
地
震
再
保
険
特
別
会
計
が
約
一
兆
円
等
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

一



平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
の
資
産
額
は
約
二
百
四
十
五
兆
円
で
あ
り
、
同
会
計
の
負
債
額
は

約
二
百
二
十
五
兆
円
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
の

平
成
二
十
年
度
末
の
資
産
の
予
定
額
は
約
二
百
五
兆
円
で
あ
り
、
同
勘
定
の
負
債
の
予
定
額
は
約
百
九
十
三
兆
円
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
に
お
い
て
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
第
四
十
四
条
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
勘
定
の
資
産
の
合
計
額
の
千
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
以
下
の
部
分
を
金
利
変
動
準
備
金
と
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
平
成
二
十
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
平
成
二
十
年
度
末
の
金
利
変
動
準
備
金
の
予
定
額
は
、
約
十

兆
円
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

金
利
変
動
準
備
金
の
準
備
率
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
で
郵
便
貯
金
及
び
年
金
に
対
す
る
預
託
金
の
払
戻
し
が
ほ
ぼ

終
了
し
、
金
利
変
動
リ
ス
ク
が
相
当
程
度
減
少
し
た
こ
と
等
を
勘
案
し
、
平
成
二
十
年
度
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
、
今
後

の
収
支
状
況
等
に
つ
い
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
投
融
資
分
科
会
に
お
け
る
意
見
を
踏
ま

二



え
て
検
討
し
た
結
果
、
平
成
二
十
年
度
よ
り
、
準
備
率
の
上
限
を
、
従
前
の
千
分
の
百
か
ら
千
分
の
五
十
に
引
き
下
げ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
水
準
は
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
が
債
務
超
過
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
最
低
限
必
要

な
水
準
と
し
て
設
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

今
後
五
年
間
の
金
利
変
動
準
備
金
及
び
当
年
度
利
益
の
額
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
金
利
水
準
の
み
な
ら
ず
、
将
来
の
財
政

融
資
資
金
の
資
産
・
債
務
の
状
況
等
に
も
よ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
確
た
る
数
字
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

旧
資
金
運
用
部
特
別
会
計
、
旧
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
及
び
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
に
お
い
て
、

決
算
上
不
足
が
生
じ
た
年
度
及
び
そ
の
不
足
額
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
約
七
十
六
億
円
、
昭
和
五
十
三
年
度
約
二
百
六
十
九

億
円
及
び
昭
和
五
十
四
年
度
約
二
百
八
億
円
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
資
産
額
は
約
百
二
十
九
兆
円
で
あ
り
、
同
会
計
の
負
債
額
は
約

百
五
兆
円
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
同
会
計
の
平
成
二
十
年
度
末
の
資
産
の
予
定
額
は
約
百
六

三



十
五
兆
円
で
あ
り
、
同
会
計
の
負
債
の
予
定
額
は
約
百
四
十
二
兆
円
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
積
立
金
の
金
額
は
約
十
七
兆
円
で
あ
り
、
積
立
金
の
保
有
外
貨

資
産
に
占
め
る
割
合
は
約
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
外

国
為
替
相
場
の
変
動
、
市
場
金
利
の
変
動
そ
の
他
の
要
因
を
勘
案
し
、
同
会
計
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

金
額
を
積
み
立
て
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

積
立
金
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
、
保
有
外
貨
資
産
の
評
価
損
の
金
額
も
勘
案
し
て
適
正
な
水
準
か
ど
う
か
判
断
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
積
立
金
の
金
額
（
約
十
七
兆
円
）
に
つ
い
て
は
、
外
国
為
替

相
場
が
一
ド
ル＝

百
一
円
の
場
合
、
保
有
外
貨
資
産
の
評
価
損
の
金
額
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
額
と
な
る
。

ま
た
、
中
長
期
的
に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
、
市
場
金
利
の
変
動
そ
の
他
の
要
因
を
勘
案
し
て
も
な
お
積
立
金
が
保

有
外
貨
資
産
の
評
価
損
を
お
お
む
ね
下
回
ら
な
い
水
準
が
目
安
と
な
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
水
準
は
、
保
有
外
貨
資
産
の

四



三
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
試
算
し
て
い
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

今
後
五
年
間
の
積
立
金
及
び
当
年
度
利
益
の
額
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
外
国
為
替
相
場
及
び
市
場
金
利
の
推
移
の

み
な
ら
ず
、
外
国
為
替
平
衡
操
作
の
実
施
状
況
や
保
有
外
貨
資
産
の
運
用
状
況
等
に
も
よ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
確
た
る

数
字
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て
、
決
算
上
不
足
が
生
じ
た
年
度
及
び
そ
の
不
足
額
は
、
昭
和
三
十
三
年
度
約
一
億
円

及
び
昭
和
三
十
四
年
度
約
二
億
円
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
我
が
国
通
貨
の
安
定
を
実
現
す
る
た
め
、
従
来
よ
り
、
相
当
程
度
の
外
国
為
替
平
衡
操
作
を
実
施
し
て
き
て

お
り
、
外
国
為
替
市
場
は
巨
額
の
資
金
が
動
く
市
場
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
外
貨
準
備
と
し
て
十
分
な
金
額
を
保
有

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

五



平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
労
働
保
険
特
別
会
計
の
資
産
額
は
約
十
六
兆
円
で
あ
り
、
同
会
計
の
負
債
額
は
約
二
兆
円
で

あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
同
会
計
の
平
成
二
十
年
度
末
の
資
産
の
予
定
額
は
約
十
六
兆
円
で
あ
り
、

同
会
計
の
負
債
の
予
定
額
は
約
二
兆
円
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
労
働
保
険
特
別
会
計
の
積
立
金
等
の
額
は
約
十
三
兆
円
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
度
当
初
予
算

に
お
け
る
同
会
計
の
平
成
二
十
年
度
末
の
積
立
金
等
の
予
定
額
は
約
十
四
兆
円
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

労
働
保
険
特
別
会
計
労
災
勘
定
に
お
い
て
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
災
保

険
事
業
の
保
険
給
付
費
及
び
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
費
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
に
充
て
る
た
め

に
必
要
な
金
額
を
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
労
災
年
金
債
務
の
履
行
等
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金

額
を
勘
案
し
て
、
将
来
の
給
付
等
の
た
め
、
同
会
計
徴
収
勘
定
か
ら
繰
り
入
れ
ら
れ
た
労
働
保
険
料
の
一
部
を
積
立
金
と
し

て
積
み
立
て
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
に
お
い
て
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保

六



険
事
業
の
失
業
等
給
付
費
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
雇
用
保
険
制

度
の
安
定
的
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
勘
案
し
て
、
将
来
の
給
付
等
の
た
め
、
徴
収
勘
定
か
ら
繰
り
入
れ

ら
れ
た
労
働
保
険
料
の
一
部
を
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
雇
用
勘
定
に
は
同
法
第
百
四
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
安
定
資
金
を
置
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
雇
用
・
失
業
情
勢
の
変
動
に
応
じ
て
雇

用
安
定
事
業
を
機
動
的
に
運
営
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
勘
案
し
て
、
徴
収
勘
定
か
ら
繰
り
入
れ
ら
れ
た
労
働
保
険
料
の

一
部
を
同
資
金
に
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

今
後
五
年
間
の
積
立
金
等
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
失
業
率
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
の
賃
金
水
準
等
に
も
よ
る
こ
と
か
ら
、

現
時
点
で
確
た
る
数
字
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

労
働
保
険
特
別
会
計
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
決
算
上
不
足
が
生
じ
た
年
度
及
び
そ
の
不
足
額
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
約
三

百
八
十
七
億
円
、
昭
和
四
十
八
年
度
約
百
四
十
三
億
円
、
昭
和
五
十
二
年
度
約
四
百
五
十
三
億
円
、
昭
和
五
十
三
年
度
約
七

百
三
十
六
億
円
、
昭
和
五
十
四
年
度
約
八
百
四
十
八
億
円
及
び
昭
和
五
十
五
年
度
約
四
十
五
億
円
で
あ
り
、
同
会
計
雇
用
勘

七



定
の
失
業
等
給
付
等
に
係
る
事
業
に
お
い
て
、
決
算
上
不
足
が
生
じ
た
年
度
及
び
そ
の
不
足
額
は
、
昭
和
五
十
二
年
度
約
五

十
四
億
円
、
昭
和
五
十
三
年
度
約
三
百
二
十
一
億
円
、
昭
和
五
十
七
年
度
約
二
億
円
、
昭
和
五
十
九
年
度
約
五
百
四
十
億
円
、

平
成
九
年
度
約
五
百
九
十
七
億
円
及
び
平
成
十
年
度
約
九
百
四
億
円
で
あ
り
、
同
勘
定
の
雇
用
安
定
事
業
等
に
係
る
事
業
に

お
い
て
、
決
算
上
不
足
が
生
じ
た
年
度
及
び
そ
の
不
足
額
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
約
百
四
億
円
、
昭
和
五
十
六
年
度
約
二
十

億
円
、
昭
和
六
十
二
年
度
約
二
百
九
十
六
億
円
、
昭
和
六
十
三
年
度
約
千
五
十
一
億
円
、
平
成
元
年
度
約
千
五
百
三
十
二
億

円
、
平
成
二
年
度
約
八
十
億
円
、
平
成
五
年
度
約
二
百
七
十
四
億
円
、
平
成
七
年
度
約
五
百
三
十
二
億
円
、
平
成
八
年
度
約

七
十
八
億
円
及
び
平
成
十
二
年
度
約
六
百
九
十
一
億
円
で
あ
る
。

八


